
㈱スタイルメント宛　  Fax:03-5798-7708  ご記入後左記ファックス番号宛てにお送りください。 1.1

1、申込者（ご記入をお願いします）

申込日　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　　　　

会社名

部署名

担当者 印

住所　〒　　　　　　　－

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　　　　　曜日

　　　　　　　　時から　　　　　　　時まで

名

施設利用プラン(該当項目に○を記入）

利用オプション(該当項目に○を記入） レイアウト(該当項目に○を記入） 利用目的(該当項目に○を記入）

その他

利用目的をご記入ください

案内板名称（設置場所は１Ｆ入口）

キャンセル料について

※土曜、日曜、祝祭日の取消・変更は翌日（平日）の扱いとなります。

利用時間

利用人数

¥2,100

▼夜間延長料金（18：00～21：00）／1時間

午前プラン（9：00～12：00）

午後プラン（13：00～17：00）

夜間プラン（18：00～21：00）

ご利用日から起算して1カ月前の同日から15日前まで 施設料金の 30％

その他

¥1,050

¥1,050

プロジェクター／スクリーンセット

インターネット回線

スクリーンのみ（プロジェクター持込）

マイクセット（有線1本、コードレス2本）

ノートパソコン

施設料金の 50％

施設料金の100％

ご利用日から起算して14日前から4日前まで

ご利用日から起算して3日前から当日まで

ホワイトボード（キャスター付）

シアターTYPE（標準収容人数70名）

スクールTYPE（標準収容人数48名）

ロの字TYPE（標準収容人数40名）

フラットTYPE（標準収容人数100名）

¥1,500

待合室モニター

コーヒーサービス

▼平日延長料金（9：00～18：00）／1時間

説明会

¥1,050

¥12,600

¥2,100

¥2,100

¥2,100

会議

「Ｓｅｖｅｎ．」利用申込書
私は、別紙の「施設利用規約」に同意の上、以下の通りに利用の申し込みをします。

申し込み後のキャンセルにつきましては「施設利用規約」に基づき、キャンセル料をお支払いします。

パーティ

展示会

¥105,800

講演会

2、利用内容（ご記入をお願いします）

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ファックス番号　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

利用日時

¥160,200

¥15,150

¥18,180

ワークショップTYPE（標準収容人数48名）

▼延長料金（9：00～18：00）／1時間

その他

研修

セミナー

¥45,350

¥60,450

¥54,400

DVDデッキ

平
日

▼平日夜間延長料金（18：00～21：00）／1時間

平日終日プラン（9：00～21：00）

¥114,850

土
日
祝
日

¥37,800

¥88,200

¥95,750

¥133,550

午前午後プラン（9：00～17：00）

午後夜間プラン（13：00～21：00）

終日プラン（9：00～21：00）

¥12,600

¥15,150

¥50,400

¥45,350

平日午前プラン（9：00～12：00）

平日午後プラン（13：00～17：00）

平日夜間プラン（18：00～21：00）

平日午前午後プラン（9：00～17：00）

平日午後夜間プラン（13：00～21：00）



施設利用規約 

 

施設利用規約（以下、本規約という）は、株式会社スタイ

ルメント（以下「当社」という）が運営・管理する「Ｓｅｖ

ｅｎ．」を利用される全てのお客様に適用され、「Ｓｅｖｅ

ｎ．」を利用されるお客様は、本規約に同意したものとしま

す。また、本規約は予告なく変更する場合があります。 

 

第一条（サービス内容） 

当社は「Ｓｅｖｅｎ.」を運営・管理する会社であり、「Ｓ

ｅｖｅｎ．」において、以下の各サービス（以下「本サービ

ス」という）を提供しています。 

1.貸多目的スペースサービス 

2.プロジェクター、スクリーン、マイクなど貸多目的スペ

ースの利用に際しての各オプション備品のレンタルサービ

ス 

3.ケータリング、コーヒー・ジュース類などの飲食品の有

償サービス 

4.その他貸多目的スペースサービスの提供に付随する各

種サービス 

第二条（予約） 

1.「仮予約」とは、施設利用が可能な日時に対し、一定期

間利用申込を優先する予約を言い、お客様が当社に電話等に

て施設予約状況を確認し、お客様が施設利用の予約を申請さ

れた段階で「仮予約」として登録します。また、仮予約有効

期間は仮予約受付日より 1週間とします。 

2.予約確定とは、第 1項により仮予約となった予約で、お

客様が当社に申請した利用申込書を当社が受領し、承諾した

予約を言います。 

3.本サービスを利用される場合、お客様は事前に当社指定

の利用申込書に必要事項を記載の上、当社に申請しなければ

ならないものとします。 

4. 当社が利用申込書を受領後、本サービスの利用を承諾

したときは御請求書（兼利用確認書）を発行いたします。ま

た、当社が利用を承諾できない場合はその旨のご連絡を差し

上げます。 

5.第 3項の申込書以外の方法によって申請された申込は、

一切の効力を有さないものとし、これによってお客様に生じ

た損害について当社は一切の責任を負わないものとします。 

第三条（利用料金のお支払い） 

1.本サービスの利用料金は、利用当日より起算して銀行営

業日 3日前までに施設利用料金と予約確定時にお申し込み

された各オプションサービス料金の合計金額の100％を当

社指定の銀行口座への振込みにより支払うものとします。な

お、銀行振込手数料はお客様のご負担となります。 

2.延長料金、各オプションサービス、飲食品の有償サービ

ス等、お客様の利用後に確定する諸料金については、ご利用

当日に現金での精算又は、利用日から 1週間以内に当社指定

の銀行口座への振込にて精算するものとします。なお、銀行

振込手数料はお客様のご負担となります。 

3.支払い済みの利用料金は、キャンセル（キャンセル料が

別途必要）、天災等の不可抗力による解約以外は、返金しな

いものとします。 

4.利用期間の短縮等、予約確定後に利用内容に変更があっ

た場合について、当社はそれによって生じた差額の返金を行

わないものとします。 

第四条（キャンセル方法） 

1.予約確定後にキャンセル（利用期間の短縮等による一部

キャンセルを含む）される場合は、予約キャンセル申込兼確

認書による申請をしなければならないものとします。 

2.前項によりキャンセルされた場合、以下に基づいたキャ

ンセル料が発生するものとします。 

キャンセル料は利用日の当日より起算して  

(1）1ヶ月前の同日から 15日前まで ： 施設利用料金の

30％ 

(2）14日前から 4日前まで ： 施設利用料金の 50％ 

(3）3日前から当日まで ： 施設利用料金の 100％ 

※土曜、日曜、祝祭日の取消・変更は翌日（平日）の扱いと

なります。 

3.前項のキャンセル料は、利用日を起算日として計算する

ものとします。利用が連続している場合は、利用初日を起算

日として計算するものとします。 

4.キャンセル前に利用期間の短縮等、各種変更の申込があ

った場合のキャンセル料は、変更前後のすべての最大期間の

料金に該当する料金が計算対象となります。 

5.キャンセル料はキャンセル申込兼確認書を当社が受理

した日を基準とし、下記の表に基づいて計算した上で、既に

受領している料金からキャンセル料を差し引いた金額をお

客様指定の銀行口座に返金することとします。なお銀行振込

手数料はお客様のご負担となります。 

第五条（利用目的） 

1.本サービスはセミナー、会議室、説明会、研修、各種発

表会等の目的で利用するものとし、お客様は事前に利用目的

を当社に申し出なければならないものとします。 

2.事前に申し出た内容と相違する目的で利用された場合

は、当社はお客様に対してその利用の制限または中止するこ

とができ、お客様はそれに従わなければならないものとしま

す。 

3.前項によりお客様が被った損害については、当社は一切

その責任を負わないものとします。 

第六条（開始および終了受付） 

1.本サービス利用の予約をされたお客様が、利用当日「Ｓｅ

ｖｅｎ.」を訪れた際は、必ず受付にて開始受付手続きを行

わなければならないものとします。また、本サービスの利用

終了後も受付にて終了受付手続きをしなければならないも

のとします。 

第七条（利用時間） 

1.利用時間は事前にお申込頂いた時間内で利用しなけれ

ばならないものとします。やむを得ず、利用時間を延長する

場合は、速やかに当社受付に連絡し、延長の承認を受けなけ

ればならないものとします。 

2.前項について、次に利用するお客様に支障が発生する場

合等、当社の判断により利用延長をお断りする場合があり、

お客様はそれに従わなければならないものとします。 

3.当日の利用時間の延長料金については、ご利用当日に現

金精算ではなく、後日当社指定の銀行口座への振り込みにて

精算するものとします。 

4.利用時間には、事前準備および後片付けの時間を含むも

のとします。お客様が手配された装飾業者等が入る場合は装

飾業者等が入室及び退室した時間も実利用時間に含まれる

ものとします。 

第八条（施設利用制限） 



1.お客様は、当社の事前の許可なく第三者に対して施設の

利用権の全てまたは一部の譲渡あるいは転貸してはならな

いものとします。 

2.お客様が本規約に反して施設の利用権の全てまたは一

部を譲渡あるいは転貸した場合は、今後一切の利用資格を剥

奪するものとします。 

3.前項により当社に損害が発生した場合は、お客様はその

損害を全て賠償しなければならないものとします。 

4.利用申し込み受付後または利用当日に、下記のいずれか

に該当する場合、当社は申込の取消またはお客様の利用を停

止することができるものとします。これによりお客様に生じ

たいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないも

のとします。  

(1)申込時の利用目的と実際の利用内容が異なる場合。 

(2)利用申込書のご記入内容に偽りがあると当社が判断し

た場合。 

(3)管理上または風紀上好ましくないと当社が判断した場

合。 

(4)関係法令に反する場合。また関係官公署の指示に反す

る場合。 

(5)当社の許可なく、施設内外で作業や催事行為（撮影、

印刷物の配布、募金行為、宗教活動、政治活動等）をした場

合。 

(6)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為、反社会的行

為などを行うおそれがある組織の利益になると当社が判断

した場合。 

(7)危険物の持ち込み、または建物、設備、備品等を汚損、

破損、紛失した場合。 

(8)音、振動、臭気の発生等により、周囲に迷惑を及ぼす、

またはそのおそれがある場合。 

(9)来場者数が施設の許容範囲を超え、周囲に迷惑を及ぼ

すと当社が判断した場合。 

(10)当社からの注意に従わず、また本規約に違反すると当

社が判断した場合。 

(11)商品を不特定の消費者に直接販売する目的で利用す

る場合。 

(12)その他、公序良俗に反する場合。 

5.前項により利用申込の取り消し、または利用停止した場

合は、既に受領した利用料金は一切返金しないものとします。 

6.施設内はロビーを含めフロア内禁煙となり、喫煙される

場合は所定の喫煙スペースを利用するものとします。 

第九条（免責及び損害賠償） 

1.施設利用中の展示物等の盗難、破損事故及び人身事故に

ついては、その原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負

わないものとします。 

2.天変地異、関係各省庁からの指導、その他当社の責に帰

さない事由により利用が中止された場合、その損害について

は、当社は一切の責任を負わないものとします。 

3.お客様が施設内外の建造物、設備、什器、貸出備品を毀

損、紛失させた場合には、お客様がその損害を全て賠償しな

ければならないものとします。 

4.お客様が本規約に違反したことによって、当社に損害が

生じた場合は、お客様がその損害の全て賠償しなければなら

ないものとします。 

5.当社の責に帰すべき事由により、お客様に損害が発生し

た場合は、当社は受領した利用料金を限度として、その損害

を賠償するものとします。 

6.ただし、お客様の損害の内、機会損失等の得べかりし利

益については、当社はその損害の責任を負わないものとしま

す。 

第十条（安全管理） 

1.施設利用期間中は、お客様の責任の下で防災、防犯等の

安全管理を行うものとし、事前に届出のあった利用責任者が

必ず常駐し、安全管理に勤めなければならないものとします。 

2.お客様は来場者や関係者の安全のために、非常時に備え

て非常口、防災設備の位置や利用方法等を事前に確認しなけ

ればならないものとします。 

3.施設利用期間中、施設内外で混雑が予想される場合には、

必要に応じてお客様の責任で警備員、整理員を配置しなけれ

ばならないものとします。 

4.施設保全管理のため、当社が必要だと判断した場合には、

当社スタッフが立ち入ることができ、お客様はこのことを予

め同意するものとします。 

第十一条（貸出備品等） 

1.お客様が備品の貸出を希望される場合は、利用日の３日

前までに申し込まなければならないものとします。 

2. お客様より利用日の３日前までに申し出がなかった備

品が、当日用意できなかったことによって発生した損害につ

いて、当社は一切の責任を負わないものとしま す。また３

日前までに申し出があった備品であっても、当社はその全て

を用意する義務を負うものではなく、お客様はこのことにつ

いて予め同意するものとします。 

第十二条（案内状等の掲示物の設置） 

1.催物案内等の広告物、施設誘導看板を掲示される場合は、

事前に当社の承認を得なければならないものとします。 

2.掲示する場所等については、当社の判断により変更、制

限することができるものとし、お客様はそれに従わなければ

ならないものとします。 

3. 当社に無断で掲示物を設置した場合や、当社で指定し

た場所以外に設置された場合は、当社の判断により直ちに撤

去できるものとします。当社でこれらの掲示物を撤去したこ

とにより発生した費用は、お客様の実費にて請求するものと

し、お客様はその支払い義務を負うものとします。 

第十三条（利用後の原状回復） 

1.本サービスの利用終了後、装飾施工及び撤去作業で発生

した残材やごみ等は、全てお客様が責任を持って処理するも

のとします。残材、ごみ等の処理がなされず、当社がその処

理を行ったことにより発生した費用はお客様に実費にて請

求するものとし、お客様はその支払い義務を負うものとし 

ます。 

2.本サービスの利用終了後、お客様は利用前の状態まで原

状回復しなければならないものとします。 

第十四条（協議事項） 

本規約に定めない事項または本規約の各条項の解釈につい

て疑義を生じた場合、当社とお客様が協議の上、解決するも

のとします。 

第十五条（裁判管轄） 

本規約の準拠法は日本法とし、第一審専属裁判管轄は、東京

地方裁判所とします。 




